
“労働災害ゼロ”を徹底推進しつつ、心身の

健全化による快適な職場づくりを目指そう！

１．労働災害 0件
２．健康診断 １００％受診 ２次健診 １００％受診

スローガン

安全衛生目標

労働安全衛生重点施策
『スローガン』『安全方針』『安全衛生目標』

安全方針
安全で健康に働くことができる職場環境作りを

推進する



１．労働災害ゼロへの推進活動
（１）安全衛生リスクの特定と除去、低減活動を推進

①リスクアセスメント活動の充実

注）「管理的対策」・「保護具の使用」では、原則としてリスクレベルを下げない。

法令に定められた事項の実施（該当の事項がある場合）

ア. 本質的対策

危険な作業の廃止・変更、危険性や有害性の低い材料への代替、
より安全な施工方法への変更、フェールセーフ、フールプルーフ等

イ. 工学的対策

覆い・囲いの設置、インターロック、安全装置、局所排気装置等

ウ. 管理的対策

マニュアルの整備、立入禁止措置、ばく露管理、教育訓練等

エ. 個人用保護具の使用

上記ア～ウの措置を講じても、除去低減できなかったリスクにのみ実施
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厚生労働省「機械の包括的な安全基準に関する指針」より抜粋

ムダ・ムリ・ムラ
「にくい」作業の

排除



１２／２５１9／69６／21
１．労働災害ゼロへの推進活動
（１）安全衛生リスクの特定と除去、低減活動の推進

化学物質のリスクアセスメント ～クリエート・シンプルの導入～

①リスクアセスメント活動の充実

【作業条件（吸入ばく露）】
・取扱量
・揮発性（液体）、飛散性（固体）
・含有率
・換気状況
・作業方法（スプレー作業の有無など）
・呼吸用保護具の着用状況
・作業時間、作業頻度
・接触面積、接触時間

【作業条件（経皮ばく露）】
・接触面積、接触時間
・物理化学的物性（水・オクタノール分配係数など）

【危険有害性】
・GHS区分情報
・ばく露限界値（許容濃度、TLV-TWAなど）

【取扱状況（危険性）】
・飛散性（固体）
・換気状況
・取扱状況（着火源の有無、換気の有無など）

取扱量

（吸入）
推定ばく露濃度

（経皮）
推定吸収量

（経皮）ばく露濃度

（危険性）
暫定リスクレベル

リスクの程度の
見積もり

（吸入）
リスクレベルの決定

（経皮）
リスクレベルの決定

（危険性）
リスクレベルの決定



（１）標準作業の作成・見直し（危険ポイントの追記）
（２）現場巡視時、標準書を照らしあわせて作業観察
（３）リスクアセスメントを活用した作業標準書の見直し

※安全衛生活動展開表に計画記載して実施とする

１．労働災害ゼロへの推進活動
（１）安全衛生リスクの特定と除去、低減活動の推進

②作業標準書の定期的見直し（安全作業確認）

標準書の
活かし方

・何年も内容が変わらない標準は標準ではない。
・常に改善が書き込まれた標準書が正しい標準書
・過去の経験に裏付けされた知恵と汗の結晶であり会社の財産

古澤 登 著：「安全衛生管理の勘所とコツ」より抜粋

非定常作業も含めた展開

非定常作業（点検、修理、段取等）の災害を防止するための基本的事項

当該作業に関する作業基準書等あるか

今までに経験のある作業か
作業標準書等に基づき作業実施

※必要に応じ関係者で事前確認・見直し

関係のメーカーや作業経験者に
作業手順書の確認が可能か

・ 作業手順（作業計画）の検討
・ ＫＹ活動、リスクアセスメントの実施
・ 作業手順の決定（作業標準書等の見直し）

専門業者へ作業依頼 作業の実施・確認

作業の終了

NO

NO

NO

YES

YES

YES

経済産業省各産業保安監督部発行資料より抜粋



同一災害の繰り返し防止

横展開として確認事項追加

【MSKYシート】
（過去の災害の危険予知）
による危険予知訓練

【4コマまんが】
災害防止、安全作業の

ポイントを学習

安全衛生パトロール
職場内において活用

ＫＹカレンダーの例

KYカレンダーの継続的活用による危険予知能力の向上

１．労働災害ゼロへの推進活動
（２）安全衛生教育の実施



１．労働災害ゼロへの推進活動
（３）安全衛生委員会の充実

毎年10月に実施（災害発生動向による未然防止）実施時期

相互巡視の推進・継続

毎回メンバーを代えながら、拠点相互間で安全パトロールを実施

会社全体としての
安全体制の強化を図る

・ 様々な視点からの「気づき」をもとに、
巡視先への助言・指導

・ 巡視先における良好な取組み事例を
自職場へ持ち戻り・展開

巡視ローテーションの例

氷見地区

東北工場関東工場

浜松・浜北地区 新湊工場

福光工場 高岡工場

氷見地区 浜松・浜北地区



１．労働災害ゼロへの推進活動
（３）安全衛生委員会の充実

ストレスチェックの実施

結果を職場ごとに集計・分析

職場環境等の改善

安全衛生委員会にて調査・審議

職場環境等の問題を発見

結果を社員に通知

面接指導を勧める

医師の面接指導を実施

必要に応じて就業上の措置を実施

社員のストレスの軽減
メンタルヘルス不調の予防

働きやすさ・働きがいのある職場
従業員の定着

生産性・業績の向上

メンタルヘルスケアに関する職場環境等の改善

改善結果

面接指導



（１）2次健診の早期受診、特定保健指導の勧奨
・疾病の早期発見・早期治療を目指す

・健診結果後、概ね1か月以内

・特定保健指導該当者の保健指導の勧奨

生活習慣病予防・重症化防止のために

（２）高ストレス者に対する面接指導・相談対応の推進

２．心身の健全化による快適な職場づくり活動


